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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第46期

第３四半期連結
累計期間

第47期
第３四半期連結
累計期間

第46期
第３四半期連結
会計期間

第47期
第３四半期連結
会計期間

第46期

会計期間

自平成21年
12月１日
至平成22年
８月31日

自平成22年
12月１日
至平成23年
８月31日

自平成22年
６月１日
至平成22年
８月31日

自平成23年
６月１日
至平成23年
８月31日

自平成21年
12月１日
至平成22年
11月30日

売上高（千円） 46,904,01856,524,35416,086,58519,592,35964,352,501

経常利益（千円） 4,831,6065,084,2911,377,3801,677,1906,883,796

四半期（当期）純利益（千円） 2,732,2202,651,493870,292 988,4813,865,649

純資産額（千円） － － 24,970,42343,288,23326,099,542

総資産額（千円） － － 62,623,58980,387,49565,575,458

１株当たり純資産額（円） － － 771.19 1,092.38 805.62

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
87.27 69.94 27.20 24.46 122.50

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
87.21 69.93 27.18 － 122.42

自己資本比率（％） － － 39.9 53.8 39.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
836,091△1,448,742 － － 2,747,141

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△2,807,598△9,268,080 － － △5,409,546

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,852,04810,831,612 － － 2,826,407

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 903,3571,301,5831,186,816

従業員数（人） － － 827 800 818

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第47期第３四半期連結会計期間は、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

４．当社は第47期において従業員株式所有制度を導入しております。当従業員株式所有制度の導入に伴い、日医

工従業員持株会専用信託（以下、「従持信託」といいます。）は自己株式389,100株を取得しております。こ

れに伴い、１株当たり純資産額の算定に用いられた第47期第３四半期連結会計期間末の普通株式数及び第47

期第３四半期連結累計期間並びに同第３四半期連結会計期間の１株当たり四半期純利益並びに潜在株式調

整後１株当たり四半期純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数には、従持信託が所有する自己

株式を含めております。（詳細は「第５　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（１株当たり情

報）」に記載しております。）　　
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年８月31日現在

従業員数（人） 800 [273]

（注）　１．従業員数は、就業人員（委任型執行役員、当社グループ（当社及び連結子会社）からグループ外への出向者

を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であります。

２．臨時従業員数は、［　］内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従

業員には、パートタイマー及び期間契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

(2）提出会社の状況

 平成23年８月31日現在

従業員数（人） 620 [144]

（注）　１．従業員数は、就業人員（委任型執行役員、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含

む。）であります。

２．臨時従業員数は、［　］内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員

には、パートタイマー及び期間契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当第３四半期連結会計期間における生産実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

区分
当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
　　至　平成23年８月31日）

前年同四半期比（％）

医療用医薬品（千円） 19,173,077     ＋24.8

一般用医薬品他（千円） 9,544 －

合計（千円） 19,182,621     ＋24.8

　（注）１．金額は、販売価格に換算しております。

２．上記の金額に消費税等は含まれておりません。

(2) 商品仕入実績

　当第３四半期連結会計期間における商品仕入実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

区分
当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
　　至　平成23年８月31日）

前年同四半期比（％）

医療用医薬品（千円） 4,901,450     ＋196.4

一般用医薬品他（千円） 4,710     △ 87.0

合計（千円） 4,906,160     ＋190.3

　（注）１．金額は、仕入価格によっております。

２．上記の金額に消費税等は含まれておりません。

(3) 受注実績

　当社グループ（当社及び連結子会社）では、主に販売計画に基づいた生産計画により生産しております。

　連結子会社で受注生産を行っておりますが、受注額に重要性はありません。　

EDINET提出書類

日医工株式会社(E00963)

四半期報告書

 4/37



(4) 販売実績

　当第３四半期連結会計期間より、得意先に対する販売促進費の一部について、販売費及び一般管理費として計上す

る方法から売上高の控除項目として処理する方法に変更しております。当該変更の内容につきましては、「第５経

理の状況　１　四半期連結財務諸表　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載して

おります。

　当第３四半期連結会計期間における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。

区分
当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
　　至　平成23年８月31日）

前年同四半期比（％）

医療用医薬品（千円） 19,573,657     ＋22.1

一般用医薬品他（千円） 18,702     △63.5

合計（千円） 19,592,359     ＋21.8

　　　　当第３四半期連結会計期間における販売実績をルート別に示すと、次のとおりであります。

区分

当第３四半期連結会計期間

（自　平成23年６月１日

　　至　平成23年８月31日）

前年同四半期比（％）

特約店（千円） 16,061,272     ＋28.6

代理店（千円） 2,014,052     ＋ 0.1

その他（千円） 1,517,035     △ 4.0

合計（千円） 19,592,359     ＋21.8

　（注）１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
　　至　平成22年８月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
　　至　平成23年８月31日）

 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 ㈱メディセオ 2,827,252 17.6 3,930,587 20.1

 ㈱スズケン 2,234,889 13.9 2,805,251 14.3

 アルフレッサ㈱ 1,962,347 12.2 2,589,622 13.2

 東邦薬品㈱ 1,866,072 11.6 2,319,041 11.8

２．上記の金額に消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　（連結子会社との合併契約）

　当社は、平成23年７月12日開催の取締役会において、平成24年４月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続

会社、当社の連結子会社である日医工ファーマ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、

平成23年７月12日に合併契約書を締結しております。当該契約につきましては、平成23年９月20日の取締役会にお

いて、合併の効力発生日を２ヶ月延期し平成24年６月１日とすることを決議し、合併契約書の変更に係る合意書を

締結しております。概要は、「第５ 経理の状況　１ 四半期連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載し

ております。

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引

の目的を含む取引の概要

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　当社及び日医工ファーマ株式会社（内容：医薬品の製造及び販売）

(2) 企業結合の法的形式

　　当社を存続会社とする吸収合併方式とし、日医工ファーマ株式会社は解散いたします。

(3) 結合後企業の名称

　　日医工株式会社

(4) 取引の目的を含む取引の概要

　　日医工ファーマ株式会社は、医薬品の製造及び販売を主な事業としており、当社の完全子会社であります。本合

併により、一層の生産効率の向上、コスト競争力の強化に一体となって努め業績向上を果たし、ジェネリック

メーカーとして持続的な発展をめざしてまいります。

２．合併比率及びその算定方法、交付又は交付予定の株式数、企業結合後に増加する資本金の額

　本合併は、当社の完全子会社との合併であるため、合併比率の取決めはありません。また、合併による新株発行及

び資本金の増加もありません。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。　

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災と、それに続く電力

供給不安の影響による経済環境の悪化が続いており、その後、サプライチェーンの回復がみられつつあるものの、世

界の経済不安を要因とした円高も進み、依然として今後の見通しの難しい状況が続いております。

　医薬品業界におけるジェネリック医薬品の使用拡大の進捗は、当社が推測する上昇ピッチからは減速しているよ

うに見受けられますが、当社グループとしましては、なお今後の新製品の投入、また情報提供力の強化など自らジェ

ネリック医薬品市場の創造に取組んで行くことが不可欠であると考えております。

　平成23年２月から３月にかけて、一般募集及びオーバーアロットメントに伴う売出しに関連して行う第三者割当

による新株式を発行し、総額165億74百万円の資金調達を行いました。このうち、平成23年３月に韓国のAprogen

Inc.へ追加出資額17億５百万円の払込を実行し、バイオ後続品の開発を鋭意進めているとともに、平成22年７月に

着工したグローバル開発品質管理センター「ハニカム棟」などに投入しております。「ハニカム棟」につきまして

は、平成23年10月に竣工し、同11月から稼動する予定です。

　サノフィ・アベンティスグループとの業務提携の取組みの一つとして、サノフィ・アベンティス株式会社が製造

販売承認を有する長期収載医薬品「ラシックス®」「オイテンシン®」「セロクラール®」の販売移管を受け、平

成23年５月下旬から卸向けに出荷を行い、同６月から医療機関に販売を開始しております。　

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高が195億92百万円(前年同四半期比21.8%増)、営業利益が

17億45百万円(前年同四半期比21.2%増)、経常利益が16億77百万円(前年同四半期比21.8%増)、四半期純利益は９億

88百万円(前年同四半期比13.6%増)となりました。

　当社の連結子会社である日医工ファーマ株式会社の吸収合併につきましては、当初平成24年４月１日を合併効力

発生日としておりましたが、同時期に予定されます薬価改正、診療報酬改定に向けて、安定供給体制の一層の充実を

図るため、平成24年６月１日を合併効力発生日とすることに改めております。

　なお、当社グループとして東日本大震災による操業への直接の被害は軽微であり、当社グループ製品の供給に影響

はありませんでしたが、被災された方々の復興再生に向け、医薬品や義援金等の支援のほか、当社が主催したプロス

ポーツイベントやコンサートでのチャリティー活動を行っており、今後も心をひとつにした支援に取組んでまいり

ます。
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(2)　キャッシュ・フローの状況　

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況の詳細は以下のとおりであります。　　　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)　

　営業活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結会計期間において29億31百万円の支出超過（前年同四

半期は８億35百万円の収入超過）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益の計上16億52百万円、減価償却

費の計上10億45百万円、賞与引当金の増加３億64百万円があったものの、たな卸資産の増加17億53百万円、売上債権

の増加16億48百万円、未払費用の減少７億63百万円、仕入債務の減少７億45百万円、法人税等の支払額10億14百万円

があったことなどによるものであります。　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)　

　投資活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結会計期間において11億98百万円の支出超過（前年同四

半期比９億98百万円増）となりました。これは有形固定資産の取得による支出が12億28百万円あったことなどによ

るものであります。　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)　

  財務活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結会計期間において９億57百万円の支出超過（前年同四

半期比２億88百万円増）となりました。これは、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入に伴い、自己

株式の取得による支出が８億60百万円あったことなどによるものであります。　

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末に比べ50億

88百万円減少し、13億１百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題の重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。

買収防衛策について

平成20年１月16日に開催された当社取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針」(以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)及び「当社の株券等の大規模買付行為

に関する対応方針(買収防衛策)」（以下「原プラン」といいます。）を決定し、原プランにつきましては平成20年

２月28日開催の当社定時株主総会において出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決され、当該定時株主総会の

日をもって効力が発生しております。

その後引き続き、当社は、金融商品取引法及び関連政省令の改正等の動向を注視しつつ、また、昨今の買収防衛策

に関する議論の進展等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同利益をより一層確保・向上させるための取組み

として、原プランの内容について更なる検討を進めてまいりました。

かかる検討の結果として、平成23年１月13日に開催された当社取締役会において、「当社の株券等の大規模買付

行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を決定し、本プランにつきましては平

成23年２月25日開催の当社定時株主総会において出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決され、当該定時株主

総会の日をもって効力が発生しております。

その概要は以下のとおりです。

a. 会社の支配に関する基本方針

　当社は上場会社であるため、当社の株式等は、株主・投資家の皆様によって自由に取引できるものであります。従

いまして、当社の株式等に対する大規模な買付行為につきましても、当社としては、原則としてこれを否定するもの

ではありません。

  大規模な買付行為の提案に応じるべきか否かの判断は、当社の経営を誰に委ねるべきかという問題に関連します

ので、最終的には個々の株主の皆様の自由な意思によってなされるべきであると考えます。

  しかしながら、近年、わが国の資本市場においては、買収内容を判断するために必要な合理的な情報・期間や、企

業買収の対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として一方的に株券等の

大規模買付けを強行するといった動きが顕在化しつつあります。

  もとより、当社は、このような敵対的な株券等の大規模買付けであっても、その具体的な条件・方法等によって

は、必ずしも当社の企業価値ひいては株主共同利益を著しく損なうとは限らないと考えておりますので、かかる買

付け全てを一律的に否定するものではありません。

  しかし、一方的な株券等の大規模買付けの中には、株主の皆様に対して当該大規模買付けに関する十分な情報が

提供されず株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主の皆様が当該大規模買付けの条件

・方法等の検討等を行ったり、当社取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間が確保されないものや、そ

の他真摯に合理的な経営を行う意思が認められないものなど、当社の企業価値ひいては株主共同利益を著しく損な

う株券等の大規模買付けもないとはいえません。

  当社といたしましては、当社の財務及び事業方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の源泉

及び当社のステークホルダーとの信頼関係を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主共同利益を中長期
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的に確保・向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。

  従いまして、上記のような企業価値ひいては株主共同利益を著しく損なうおそれのある株券等の大規模買付提案

又は、これに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え

ます。

b. 本プラン導入の目的

　当社は、当社の企業価値ひいては株主共同利益を確保し又は向上させることを目的として本プランを導入いたし

ます。本プラン導入に関する当社の考え方の詳細は以下のとおりです。

  当社は、ジェネリック医薬品メーカーとして事業を行っております。さらに、当社は社会の要請に的確に対応し、

更なる体質強化を目指し、企業価値ひいては株主共同利益を向上させるための様々な取組みを実施しているところ

であります。これらの取組みは、当社が定める「会社の支配に関する基本方針」に資するものであります。

　従いまして、当社が大規模買付者から大規模買付行為(下記c.(a)(イ)において定義されます。以下同様です。)の提

案を受けた場合に、株主の皆様が、これら当社事業の状況及び当社が現に実施している様々な取組みを踏まえた当

社の企業価値について、並びに具体的な買付提案の条件・方法等について十分に理解された上で、当該大規模買付

行為の提案に応じるか否かのご判断を適切に行っていただくことが、極めて重要であると考えます。

  また、株主の皆様が大規模買付行為の提案に応じるか否かのご判断を適切に行うためには、大規模買付者から一

方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担い、当社事業特性及び上記の様々な取組みの内容に精通し

ている当社取締役会からの情報、並びに当該大規模買付行為に関する当社取締役会の評価・意見等が株主の皆様に

対して提供されることが必要であるとともに、株主の皆様にとってその情報を熟慮するための時間も十分確保され

ることが不可欠であると考えております。

  さらに、当社は、当社の企業価値ひいては株主共同利益の確保・向上の観点から、大規模買付行為の条件・方法を

変更・改善させる必要があると判断する場合には、大規模買付行為の条件・方法について大規模買付者と交渉する

とともに、代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、そのための必要時間も十分に確保されるべき

であります。

  当社取締役会は、大規模買付者の有する大規模買付行為後の当社の経営方針等を含め当該大規模買付行為の条件

・方法等が当社の企業価値ひいては株主共同利益の確保又は向上に資するものであるか否かの評価・検討等をし

た結果として、当該大規模買付行為が、当社の株券等を買い集め多数派株主として自己の利益の追求のみを目的と

した濫用的な会社運営を行うものであったり、株主の皆様に当社の株券等の売却を事実上強要し、又は、株主の皆様

を当社の真実の企業価値を反映しない廉価で当社株券等を売却せざるを得ない状況に置くような態様である等、当

社の企業価値ひいては株主共同利益を著しく損なうものであると判断される場合には、当該大規模買付行為に対し

て必要且つ相当な対抗措置を講じる必要があるものと考えます。

  以上の考えに基づき、当社取締役会は、株主の皆様が買付に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただ

けるように、取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手するとともに、その内容の評価・検討等に必要な時間

を確保し、株主の皆様へ代替案を含めた判断のために必要な時間を提供することを目的として本大規模買付行為に

関するルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を定めることといたしました。

  また、本プランは、大規模買付行為を行おうとする大規模買付者に対して十分な情報の提供と十分な評価・検討

等の期間の確保を要請したにもかかわらず、かかる要請に応じない大規模買付者に対して、又は、当社の企業価値ひ

いては株主共同利益を著しく損なう大規模買付行為を行い又は行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発

動できることとしています。

  従いまして、本プランはこれらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり、本プランの導入は、

当社が定める「会社の支配に関する基本方針」に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組みであります。

c. 本プランの内容

  大規模買付ルールとは、大規模買付行為に先立ち、事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、当

社取締役会による一定の評価期間が経過した後に初めて大規模買収行為を開始することを認めるというものです。

なお、大規模買付ルールの概要は以下のとおりです。

（a） 大規模買付ルールの設定

(イ) 本プランの対象となる当社株式の買付

  本プランにおいては、次の①若しくは②に該当する行為又はこれらに類似する行為（但し、当社取締役会が予

め承認したものを除きます。このような行為を以下「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行い又は行お

うとする者を以下「大規模買付者」といいます。）がなされ、又はなされようとする場合には、本プランに基づく

対抗措置が発動されることがあります。

①  当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付け

②  当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券

等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

(ロ) 「大規模買付意向表明書」の当社への事前提出

　まず、当社取締役会が予め承認した場合を除き、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社代表取締役社

長に対して、本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約、その他一定の事項について日本語で記載
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した「大規模買付意向表明書」を当社の定める書式で提出していただきます。

(ハ) 「大規模買付情報」の提供

　「大規模買付意向表明書」をご提出いただいた場合には、大規模買付者には、以下の手順に従い、当社に対して

大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために必要且つ十分な日本語

で記載された情報（以下「大規模買付情報」といいます。）を提供していただきます。

　まず、当社は、大規模買付者に対して、「大規模買付意向表明書」を提出していただいた日から10営業日（初日

不算入とします。）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「大規模買付情報リスト」を大規模買付

者の国内連絡先宛に発送し、且つ、株主の皆様に開示いたしますので、大規模買付者には、かかる大規模買付情報

リストに従って十分な情報を当社に提供していただきます。

　また、上記の大規模買付情報リストに従い大規模買付者から提供していただいた情報では、当該大規模買付行為

の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当

社取締役会が客観的合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を大規模買付者から提

供していただきます。

（ニ) 取締役会評価期間の設定等

　当社は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、対価を金銭（円貨）のみと

し当社の株券等の全てを対象とする公開買付けによる大規模買付行為の場合には60日間、その他の大規模買付行

為の場合には90日間（いずれの場合も初日不算入とします。）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成

及び代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

　なお、独立委員会が取締役会評価期間内に下記(c)(ロ)②記載の勧告を行うに至らないこと等の理由により、当

社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動又は不発動の決議に至らないことにつきやむを得ない事情

がある場合には、当社取締役会は、独立委員会の決議に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を最大30日間

（初日不算入とします。）延長することができるものとします。

　当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合には、当該決議された具体的期間及びその具体的期間

が必要とされる理由を適用ある法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開示します。

　大規模買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大規模買付行為を開始することができるものと

します。

　当社取締役会は、取締役会評価期間中に、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、提供された大規模

買付情報を十分に評価・検討し、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大規

模買付者に通知するとともに、適時且つ適切に株主の皆様に公表いたします。また、必要に応じて、大規模買付者

との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として株主の皆様に代替案

を提示することもあります。

（b） 大規模買付行為がなされた場合における対応方針

(イ) 対抗措置発動の条件

①　大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行う場合

　大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行い又は行おうとする場合には、その具体的な

条件・方法等の如何を問わず、当社取締役会は、当該大規模買付行為を当社の企業価値ひいては株主共同利益を

著しく損なう買収行為とみなし、当社の企業価値ひいては株主共同利益を確保し又は向上させるために必要且つ

相当な対抗措置を講じることといたします。

②　大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う場合

　大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行い又は行おうとする場合には、当社取締役会が

仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う

可能性は排除しないものの、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付行為の

提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大規模買付行為に関する大規模買付情報及びそれに対する当

社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。

　但し、大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行い又は行おうとする場合であっても、当該

大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業価値ひいては株

主共同利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共

同利益を確保し又は向上させるために、必要且つ相当な対抗措置を講じることがあります。
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(ロ) 対抗措置の内容

　本プランにおける対抗措置としては、原則として、当社取締役会の決議に基づき、下記の内容の新株予約権（以

下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行います。また、会社法その他の法令及び当社の定款上認めら

れるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることも

あります。

<本新株予約権無償割当の概要>

①　本新株予約権の割当て総数は、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会決議（以下「本新株予約権無

償割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当て期日」といいま

す。）における当社の最終の発行済みの普通株式の総数（但し、同時点において当社の有する当社の普通株式の

数を除きます。）の同数とします。

②　当社取締役会が定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社の普通株

式（但し、同時点において当社の有する当社の普通株式を除きます。）１株につき新株予約権１個の割合で無償

で新株予約権を割当てします。

③　本新株予約権の無償割当の効力発生日は、本新株予約権無償割当て決議において、当社取締役会が別途定める日

とします。

④　本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である株式の数

は１株（以下「対象株式数」といいます。）とします。但し、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、

所要の調整を行うものとします。

⑤　本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、払込をなすべき額は１円以上で当社取締役会が定め

る額とします。

⑥　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

⑦　本新株予約権の行使条件は次の内容とします。

　ⅰ特定大規模保有者(注１)、ⅱ特定大規模保有者の共同保有者、ⅲ特定大規模買付者(注２)、ⅳ特定大規模買付

者の特別関係者、若しくはⅴこれらⅰ乃至ⅳの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け

若しくは承継した者、又は、ⅵこれらⅰ乃至ⅴに該当する者の関連者(注３)（これらの者を総称して、以下「非適

格者」といいます。）は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件

の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

⑧　当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約権を取得し、その対価と

して、本新株予約権と引き替えに本新株予約権１個につき当該取得日時点における対象株式数の当社の普通株式

を交付することができるものとします。

　　なお、本新株予約権の取得条項の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとしま

す。

⑨　当社取締役会が、発動した対抗措置の中止又は撤回を決議した場合、その他本新株予約権無償割当て決議におい

て当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとし

ます。

⑩　本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。

⑪　本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において

別途定めるものとします。

　(注１)「特定大規模保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20%以上である者、又は、こ

れに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業

価値ひいては株主共同利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別

途定める者は、これに該当しないこととします。

　(注２)「特定大規模買付者」とは、公開買付け（金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けを意味します。)によって当社が

発行者である株券等（金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等を意味します。以下本注において同じです。）の買付け

等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条

第１項に定めるものを含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上と

なる者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有するこ

とが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議

において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

　(注３)「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれらに

該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」

とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に規定されます。）をいい

ます。
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（c) 本プランの合理性及び公正性を担保するための制度及び手続

(イ) 本プランの導入等に関する株主の皆様の意思の確認と有効期間、継続及び廃止

①　株主の皆様の意思の確認

　本プランの導入、継続は、当社株主総会出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得て可決されることを条件

としており、株主の皆様のご意思が十分に反映することができるものであります。

②　有効期間、継続及び廃止

　本プランの有効期間は、平成26年２月に開催予定の当社第49期定時株主総会の終結時までの３年間とし、以後、

本プランの継続（一部修正した上での継続も含む）について３年ごとに株主総会の承認を得ることとします。

　なお、かかる有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場

合又は当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止され

るものとします。

　また、本プランについては、平成24年、25年に開催される当社定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会

において、その継続、廃止又は変更の是非につき検討の上、その継続、廃止又は変更について決定します。

　当社取締役会は、基本方針又は株主総会での承認の趣旨の範囲内、関連法令、上場証券取引所が定める上場制度

等の変更、若しくはこれらの解釈、運用の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本プランを変更する場合

があります。

　さらに、当社は、定款で取締役の任期が１年となっており、定時株主総会終結時に当社取締役全員が任期満了と

なりますので、取締役の選任議案に関する議決権の行使を通じて本プランの有効期間の満了前であっても、いつ

でも廃止することができることになり、本プランに関する株主の皆様のご意思が確認されます。

　また、当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及びその他当社取締役会が適

切と認める事項について、適用ある法令及び証券取引所規則に従って速やかに情報開示を行います。

(ロ) 独立委員会の設置及び諮問等の手続

①　独立委員会の設置

　　大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが遵守された場合に当社の

企業価値ひいては株主共同利益を確保し又は向上させるために必要且つ相当と考えられる一定の対抗措置を講

じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するた

めに、当社は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置いたします。

　独立委員会の委員は３名以上とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行

業務に精通している者及び他社の取締役又は執行役として経験のある社外者等の中から選任されるものとしま

す。

②　対抗措置の発動の手続

　　当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性及び公正性を担保するために、以下

の手続を経ることとします。

  まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、

独立委員会はこの諮問に基づき必要に応じて外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の

発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会に

よる勧告を最大限尊重するものとします。

③　発動した対抗措置の中止又は撤回

　　当社取締役会が上記②に記載の手続に従って対抗措置を発動した場合であっても、大規模買付者が大規模買付行

為を中止若しくは撤回した場合、又は、対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生

じ、且つ、当社の企業価値ひいては株主共同利益の確保又は向上という観点から発動した対抗措置を維持するこ

とが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、当該対抗措置の維持の是非について、上記

状況に至った具体的事情を提示した上で、改めて独立委員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専門家等の

助言を得ながら、発動した対抗措置の中止又は撤回を検討するものとします。

  独立委員会は、当該諮問に基づき必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該対抗措置の維持の是非に

ついて検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際

し、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

④　独立委員会に対する任意の諮問

　　当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として必要且つ十分であるかについて疑義

がある場合、その他当社取締役会が必要と認める場合には、上記の対抗措置の発動の是非及び発動した対抗措置

の維持の是非以外についても、任意に独立委員会に対して諮問することができるものとし、かかる諮問がなされ

たときは、独立委員会は必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該諮問に係る事項につき検討し、当社取

締役会に対して勧告を行います。当社取締役会は、かかる独立委員会の勧告についても最大限尊重するものとし

ます。
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（d） 株主・投資家の皆様に与える影響

(イ) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　本プランの導入時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。従いまして、本プランがその導入時に

株主及び投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与える

ことはありません。

(ロ) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

  当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、原則に従い本新株予約権の無償割当ての実施に関する決議を行った

場合には、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１個

の割合で、別途定められる効力発生日において、本新株予約権が無償にて割り当てられます。

　このような対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても株主及び投資家の皆様が保有する当

社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生

じず、また当社の株式１株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社の

株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

　なお、対抗措置として当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記(c)(ロ)③

に記載の手続等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は撤回を決定した場合には、株主及び投資家の

皆様が保有する当社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化も生じないことになるため、当社の株式１株当たり

の経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を

被る可能性がありますので、この点ご留意が必要となります。

　また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、大規模買

付者の法的権利等に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、大規模買付者以外の株主及び

投資家の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えること

は想定しておりません。

d. 本プランに対する当社取締役会の判断及びその理由

　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同利益を確保し又は向上させることを目的として導入するものです。

その導入・継続にあたりましては、当社株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得て可決さ

れることを条件としています。また、本プランの有効期間は当社第49期定時株主総会の終結時までの３年間ですが、

当社株主総会で選任された取締役で構成された取締役会によりいつでも廃止可能であり、取締役の任期も１年のた

め、本プランの有効期限の満了前であっても、定時株主総会毎に取締役選任議案に関する議決権の行使を通じてい

つでも本プランを廃止することができますので、株主の皆様のご意見が反映できる仕組みのものです。

　本プランは、事前に公表しております合理的且つ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動されないよ

うに設定されており、また一定の対抗措置を講じるか否かについての取締役会の判断をはじめ本プランの合理性及

び公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置するなど、当社取締役会によ

る恣意的な本プランの運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。

　以上のとおり、本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の

確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を完全に充足するものであり、当社役員の恣意

的な判断を排除するための仕組みが確保されており、当社取締役の地位の維持を目的としたものではありません。

　また、当社取締役会が大規模買付者に対して提供を求める情報を合理的に決定する旨を明示し、当社取締役会が対

抗措置を発動することができる場合につき、当該大規模買付行為が一定の類型に形式的に該当するだけでは足り

ず、それによって、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと明白に認められることが必要である旨

を明示する等、企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り

方」その他昨今の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。

　さらに、本プランは、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものです。
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 <補足>

　当社は、平成23年２月25日開催の定時株主総会終了後に開催した取締役会にて独立委員会委員として下記３名を

選任しております。

 (委員)

　今村　元（いまむら　はじめ）

      当社社外監査役

　　　弁護士

　堀  仁志 (ほり　ひとし)

      当社社外監査役

　　　公認会計士　税理士

　田中 清隆(たなか　きよたか)

　　　税理士

　なお、本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する平成23年１月13日付プレスリ

リース「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)について」をご覧ください。(当社ウェブ

サイトアドレス http://www.nichiiko.co.jp/finance/gif/4541_2011011301.pdf)　

　

 (4) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

なお、研究開発費の金額は、５億38百万円（対売上高比率2.8%）であります。 　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 93,500,000

計 93,500,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年10月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式     40,729,417 40,729,417

㈱東京証券取引所　

㈱大阪証券取引所

㈱名古屋証券取引所

（各市場第一部）

単元株式数は100株

であります。

計 40,729,417 40,729,417 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年６月１日～

平成23年８月31日
－ 40,729,417 － 13,557,728 － 12,093,471

  　

（６）【大株主の状況】

　　１．セクトラル・アセット・マネジメント・インクから、平成23年８月10日付で大量保有報告書の変更報告書

（No.１）の写しの送付があり、平成23年８月３日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けました

が、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。　

　　　　なお、大量保有報告書の変更報告書（No.１）の写しの内容は以下のとおりであります。

　　　　　　　　大量保有者　　　　　　　　　　セクトラル・アセット・マネジメント・インク

　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　カナダ、H3A 3G4、ケベック州、モントリオール、シャーブルック・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ストリート・ウエスト1000、スイート2120

　　　　　　　　保有株券等の数　　　　　　　　株式　1,609千株

　　　　　　　　株券等保有割合　　　　　　　　3.95％　
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    ２．中央三井アセット信託銀行株式会社他３社から、平成23年９月６日付で共同保有による大量保有報告書の

写しの送付があり、平成23年８月31日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けましたが、株主名

簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

　　　　なお、その大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 　住所
保有株券等の数

（千株）

株券等保有割合

（％）　

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 　471 1.16

中央三井アセット信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目23番１号 1,309 3.21

中央三井アセットマネジメント株式会社 東京都港区芝三丁目23番１号  　56 0.14

日興アセットマネジメント株式会社
東京都港区赤坂九丁目７番１号　ミッド

タウン・タワー
  222 0.55

計 ― 2,059 5.06

　

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日である平成23年５月31日の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】　

 平成23年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　  314,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 40,388,800 403,888 －

単元未満株式 普通株式     25,917 －
１単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数 40,729,417 － －

総株主の議決権 － 403,888 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権30個）

含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が25株含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成23年５月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日医工株式会社
富山県富山市総曲

輪一丁目６番21
314,700 － 314,700 0.77

計 － 314,700 － 314,700 0.77

　（注）当第３四半期連結会計期間末現在の自己名義所有株式数は314,725株であります。また、この他に当第３四半期連

結財務諸表において、自己株式として処理している従持信託が所有する当社株式が389,100株あります。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
12月

平成23年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高（円） 2,9302,9752,3062,297 2,252 2,134 2,144 2,289 2,273

最低（円） 2,8022,3152,2021,541 2,032 1,947 1,890 2,012 1,988

　（注）　㈱大阪証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

氏名 新役名 新職名 旧役名 旧職名 異動年月日

浦山　秀好 取締役 専務執行役員生産本部長 取締役 常務執行役員生産本部長 平成23年６月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年12月１日から平成22年８月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成23年６月１日から平成23年８月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年12月１日から

平成23年８月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平

成22年８月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年12月１日から平成22年８月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年６月１日から平成23年８月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成22年12月１日から平成23年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あ

ずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 3,299,083

※2
 1,694,401

受取手形及び売掛金 23,141,003 18,637,368

有価証券 1,666 666

商品及び製品 13,551,649 10,054,619

仕掛品 3,263,985 3,175,713

原材料及び貯蔵品 4,575,303 4,431,109

その他 1,836,130 2,011,154

貸倒引当金 △431,900 △416,000

流動資産合計 49,236,921 39,589,032

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※2
 8,679,100

※1, ※2
 9,167,550

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 3,672,560

※1, ※2
 3,890,685

土地 ※2
 3,778,951

※2
 3,410,877

建設仮勘定 2,224,947 976,177

その他（純額） ※1
 1,489,267

※1, ※2
 1,362,379

有形固定資産合計 19,844,828 18,807,670

無形固定資産

のれん ※4
 834,800

※4
 938,747

その他 4,667,413 2,709,409

無形固定資産合計 5,502,213 3,648,156

投資その他の資産

投資有価証券 4,164,871 2,369,502

その他 1,716,385 1,239,721

貸倒引当金 △77,725 △78,625

投資その他の資産合計 5,803,532 3,530,598

固定資産合計 31,150,574 25,986,426

資産合計 80,387,495 65,575,458
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,281,318 13,252,531

短期借入金 4,880,000 12,447,000

1年内返済予定の長期借入金 2,359,344 1,512,722

未払法人税等 941,719 1,069,000

返品調整引当金 58,000 48,000

賞与引当金 364,032 －

その他 2,676,840 3,300,351

流動負債合計 25,561,254 31,629,605

固定負債

長期借入金 6,776,640 3,376,125

退職給付引当金 2,739,456 2,663,900

その他 2,021,910 1,806,285

固定負債合計 11,538,007 7,846,310

負債合計 37,099,261 39,475,915

純資産の部

株主資本

資本金 13,557,728 5,270,208

資本剰余金 12,343,595 4,051,245

利益剰余金 18,414,294 16,960,184

自己株式 △1,232,303 △392,671

株主資本合計 43,083,314 25,888,968

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △56,718 △51,062

土地再評価差額金 261,637 261,637

評価・換算差額等合計 204,918 210,574

純資産合計 43,288,233 26,099,542

負債純資産合計 80,387,495 65,575,458
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日
　至　平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年12月１日
　至　平成23年８月31日)

売上高 46,904,018 56,524,354

売上原価 26,554,757 33,053,267

売上総利益 20,349,260 23,471,087

返品調整引当金繰入額 5,000 10,000

差引売上総利益 20,344,260 23,461,087

販売費及び一般管理費 ※
 15,296,708

※1
 18,198,487

営業利益 5,047,552 5,262,600

営業外収益

受取利息 3,692 10,790

受取配当金 16,779 23,821

負ののれん償却額 119,552 13,973

共同開発費用分担金 1,232 47,810

受取補償金 － 61,622

その他 125,179 105,116

営業外収益合計 266,436 263,134

営業外費用

支払利息 178,394 153,333

支払手数料 104,744 25,692

手形売却損 27,562 4,591

売上債権売却損 57,077 61,906

株式交付費 － 100,517

業務提携関連費用 80,000 －

その他 34,602 95,402

営業外費用合計 482,382 441,443

経常利益 4,831,606 5,084,291

特別利益

固定資産売却益 139 2,920

退職給付制度改定益 － 25,853

特別利益合計 139 28,773

特別損失

固定資産処分損 4,542 1,611

減損損失 378,460 －

投資有価証券評価損 40,068 24,176

工場休止関連費用 370,200 －

製品等自主回収費用 － 229,525

災害による損失 － ※2
 229,677

その他 11,558 55,703

特別損失合計 804,829 540,694

税金等調整前四半期純利益 4,026,916 4,572,371

法人税等 1,294,696 1,920,877

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,651,493

四半期純利益 2,732,220 2,651,493
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年８月31日)

売上高 16,086,585 19,592,359

売上原価 9,226,455 12,101,162

売上総利益 6,860,130 7,491,197

返品調整引当金繰入額 8,000 5,900

差引売上総利益 6,852,130 7,485,297

販売費及び一般管理費 ※
 5,411,173

※1
 5,739,331

営業利益 1,440,956 1,745,966

営業外収益

受取利息 1,261 4,181

受取配当金 12,668 11,982

負ののれん償却額 4,657 4,657

その他 54,139 43,649

営業外収益合計 72,728 64,471

営業外費用

支払利息 52,589 36,968

支払手数料 28,433 13,220

手形売却損 4,568 738

売上債権売却損 21,463 21,237

たな卸資産廃棄損 － 27,424

その他 29,249 33,657

営業外費用合計 136,305 133,248

経常利益 1,377,380 1,677,190

特別利益

固定資産売却益 － 2,920

貸倒引当金戻入額 511 1,050

投資有価証券評価損戻入益 － 29,021

特別利益合計 511 32,992

特別損失

固定資産処分損 1,042 1,464

減損損失 3,627 －

投資有価証券評価損 6,448 10,860

工場休止関連費用 8,073 －

製品等自主回収費用 － 7,203

災害による損失 － ※2
 38,492

退職給付制度改定損 11,558 －

その他 － 45

特別損失合計 30,750 58,066

税金等調整前四半期純利益 1,347,141 1,652,116

法人税等 476,848 663,634

少数株主損益調整前四半期純利益 － 988,481

四半期純利益 870,292 988,481
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日
　至　平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年12月１日
　至　平成23年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,026,916 4,572,371

減価償却費 1,984,949 3,064,899

減損損失 378,460 －

のれん償却額 142,133 117,920

負ののれん償却額 △119,552 △13,973

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,287 15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,358 75,556

返品調整引当金の増減額（△は減少） 5,000 10,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 335,294 364,032

受取利息及び受取配当金 △20,471 △34,611

支払利息 178,394 153,333

固定資産売却損益（△は益） △139 △2,920

固定資産処分損益（△は益） 4,542 1,611

投資有価証券評価損益（△は益） 40,068 24,176

売上債権の増減額（△は増加） △3,001,674 △4,503,445

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,517,038 △3,729,495

仕入債務の増減額（△は減少） 2,078,850 1,028,786

未払費用の増減額（△は減少） △767,656 △721,324

株式交付費 － 100,517

その他 △368,441 178,095

小計 3,449,280 700,529

利息及び配当金の受取額 20,264 30,240

利息の支払額 △187,575 △139,889

法人税等の支払額 △2,445,876 △2,039,624

営業活動によるキャッシュ・フロー 836,091 △1,448,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △1,520,000

定期預金の払戻による収入 － 30,084

有価証券の売却による収入 666 666

有形固定資産の取得による支出 △2,269,835 △2,626,400

有形固定資産の売却による収入 10,591 10,729

無形固定資産の取得による支出 △452,197 △2,901,338

投資有価証券の取得による支出 △98,436 △1,825,020

貸付けによる支出 － △434,700

貸付金の回収による収入 458 24,220

その他 1,155 △26,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,807,598 △9,268,080
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年12月１日
　至　平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年12月１日
　至　平成23年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △391,363 △7,567,000

長期借入れによる収入 － ※2
 6,379,000

長期借入金の返済による支出 △1,096,543 △2,131,863

株式の発行による収入 4,391,520 16,474,522

自己株式の取得による支出 △1,570 ※2
 △860,903

ストックオプションの行使による収入 14,500 26,100

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △151,851 △313,526

配当金の支払額 △912,643 △1,174,716

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,852,048 10,831,612

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △119,466 114,766

現金及び現金同等物の期首残高 1,022,823 1,186,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 903,357

※1
 1,301,583
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年８月31日）

　会計処理基準に関する事項の変更　 　（資産除去債務に関する会計基準の適用）

　　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会

計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して

おります。

　これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益に対する影響額

は軽微であり、税金等調整前四半期純利益は24,221千円減少しております。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は49,507千円であ

ります。

　 　（販売促進費の計上区分の変更）

　　従来、得意先に対する販売促進費を販売費及び一般管理費として計上してお

りましたが、その一部について、当第３四半期連結会計期間より売上高の控除

項目として処理する方法に変更しました。

　　この変更は、広域卸との取引高が増加する中で、営業取組方針の変更に基づく

販売促進費の内容の見直しを行った結果、取引内容が売上割戻と類似するも

のについて、従来の販売費及び一般管理費として処理する方法から売上高の

控除項目とする方法へ変更したものであります。

　　この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期

間の売上高、売上総利益、販売費及び一般管理費が793,358千円減少しており

ますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありま

せん。

　　また、この変更が第３四半期連結会計期間に行われたのは、営業取組方針の変

更に基づく販売促進費の内容の見直しが第３四半期連結会計期間に行われた

ためであり、第１四半期連結会計期間及び第２四半期連結会計期間は従来の

方法によっております。

　　よって、第２四半期連結累計期間は、変更後の方法によった場合に比べ、売上

高、売上総利益、販売費及び一般管理費が1,896,040千円多く計上されており

ますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありま

せん。
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【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年８月31日）

  （四半期連結損益計算書関係）

１．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、

当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２．前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取補償金」は、営

業外収益の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記いたしました。

　なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取補償金」は6,589千円であります。

３．前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「株式交付費」は、営

業外費用の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記いたしました。

　なお、前第３四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「株式交付費」は20,382千円であります。

  （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　前第３四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「株式交付費」は、金額的重要性が増したため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記いたしました。

　なお、前第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「株式交付費」は

20,382千円であります。

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

  （四半期連結損益計算書関係）

　　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年８月31日）

１．固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している固定資産につきましては、当連結会計年度に係る減価

償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。　

２．棚卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、第２四半期連結会計期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法

により算定しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年８月31日）

税金費用の計算   税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
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【追加情報】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年８月31日）

退職給付制度の改定 当社の連結子会社である日医工ファーマ株式会社は、平成23年３月31日付

で退職給付制度のうち適格退職年金制度を廃止し、平成23年４月１日に確定

拠出年金制度及び一時金制度へ移行したことに伴い、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しており

ます。本移行に伴い、退職給付制度改定益25,853千円を特別利益として計上

しております。

「信託型従業員持株インセンティブ・プ

ラン」の会計処理について

当社は、当社グループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上への

インセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・

プラン」(以下、「本プラン」といいます。）を当第３四半期連結会計期間よ

り導入しております。

本プランでは、当社が信託銀行に従持信託を設定し、従持信託は、今後５年

間にわたり「日医工従業員持株会」（以下、「持株会」といいます。）が取

得する規模の当社株式を予め取得し、その後、信託終了まで毎月持株会へ売

却します。なお、従持信託は当社株式を取得するための資金確保のため、当社

保証による銀行借入を行っております。

信託終了時点において、持株会への当社株式の売却を通じて従持信託内に

株式売却益相当額が累積した場合には、当社株式売却益相当額が信託残余財

産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。当社株価の下落により

従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の

借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が

弁済することになります。

当該従持信託については、経済的実態を重視し、当社と従持信託は一体で

あるとする会計処理を行っております。従いまして、従持信託が所有する当

社株式や従持信託の資産及び負債並びに費用及び収益については当第３四

半期連結貸借対照表、当第３四半期連結損益計算書及び当第３四半期連結

キャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。なお、当第３四半期

連結会計期間末に従持信託が所有する当社株式数は389,100株であります。

　

EDINET提出書類

日医工株式会社(E00963)

四半期報告書

27/37



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年８月31日）

前連結会計年度末
（平成22年11月30日）

※１. 有形固定資産の減価償却累計額 18,813,631千円

※２．担保資産

　担保に供している資産について、事業の運営において

重要なものであり、かつ前連結会計年度の末日に比べ

て著しい変動が認められたもの

　

建物及び構築物 2,272,090千円

土地 1,737,924千円

現金及び預金（定期預金） 10,000千円

 計 4,020,015千円

※１. 有形固定資産の減価償却累計額 16,826,039千円

※２．担保資産

　

　

　

(1) 工場財団

建物及び構築物 706,250千円

機械装置及び運搬具 107,581千円

土地 389,146千円

その他 510千円

 計 1,203,488千円

(2) その他

建物及び構築物 3,487,163千円

土地 2,928,481千円

現金及び預金（定期預金） 10,084千円

　 計  6,425,729千円

　合計　 7,629,218千円　

　３．　　　　　　　　－ 　３. 受取手形割引高 1,829,161千円

※４. のれん及び負ののれんの表示

　のれん848,773千円と負ののれん13,973千円を相殺

した差額834,800千円を固定資産の「のれん」に計上

しております。

※４. のれん及び負ののれんの表示

　のれん966,693千円と負ののれん27,946千円を相殺

した差額938,747千円を固定資産の「のれん」に計上

しております。

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22年８月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年８月31日）

※　販売費及び一般管理費に含まれている主な費目 ※１．販売費及び一般管理費に含まれている主な費目

販売促進費 5,827,393千円

給料及び手当等 2,938,881千円

賞与引当金繰入額

退職給付費用

185,279　

132,400

千円

　

千円

貸倒引当金繰入額 12,462千円

　

のれん償却額 142,133千円

　

販売促進費 8,023,894千円

給料及び手当等 2,914,315千円

賞与引当金繰入額

退職給付費用

202,946　

186,059

千円

　

千円

貸倒引当金繰入額 14,900千円

　

のれん償却額 117,920千円

　

※２．災害による損失の内容は、東日本大震災によるもの

で、被災地に対する支援物資及び義援金の支払額、被災

した得意先の支援費用並びに当社グループ工場の復旧

費用等であります。　
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

※　販売費及び一般管理費に含まれている主な費目 ※１．販売費及び一般管理費に含まれている主な費目

販売促進費 1,918,171千円

給料及び手当等

賞与引当金繰入額　

864,208

185,279　

千円

千円

　

退職給付費用 41,456千円

のれん償却額 47,377千円

　

販売促進費 2,091,881千円

給料及び手当等

賞与引当金繰入額　

814,576

202,946　

千円

千円

　

退職給付費用 62,993千円

のれん償却額 35,271千円

　

※２．災害による損失の内容は、東日本大震災によるもの

で、被災地に対する支援物資及び義援金の支払額、被災

した得意先の支援費用並びに当社グループ工場の復旧

費用等であります。　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22年８月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年８月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年８月31日現在) (平成23年８月31日現在)

現金及び預金勘定 1,425,942
千円

　

預入期間が３か月を超える定期預金　 △522,584
千円

　

現金及び現金同等物　 903,357
千円

　

現金及び預金勘定 3,299,083
千円

　

預入期間が３か月を超える定期預金

　
△1,997,500

千円

　

現金及び現金同等物　 1,301,583
千円

　

　　　　　　　　　 ※２．「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導

入に伴い、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の各

項目には従持信託に係るキャッシュ・フローが含まれ

ています。その主な内容は次のとおりであります。

　 従持信託における長期借入れによる

収入
864,000

千円

　

従持信託における自己株式の取得に

よる支出　
△860,169

千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成23年８月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成22年12月１日　至平

成23年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式（株） 40,729,417

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式（株） 703,825

当社が保有する自己株式（株） 314,725

従持信託が保有する自己株式（株）

　
389,100

３．新株予約権等に関する事項

  該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年２月25日

定時株主総会
普通株式 550,748　利益剰余金 （注）　17.00平成22年11月30日平成23年２月28日

平成23年７月12日

取締役会
普通株式 646,635　利益剰余金 16.00平成23年５月31日平成23年８月12日

（注）平成23年２月25日定時株主総会決議の１株当たり配当額は、普通配当15.00円と記念配当2.00円であ

ります。

５．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成23年２月15日を払込期日とする一般募集による新株式発行を実施し、資本金及び資本準備金が

それぞれ7,251,580千円増加しております。

　また、当社はオーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当による新株式発行を実施し、平

成23年３月14日に払込を完了し、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,035,940千円増加しております。

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が13,557,728千円、資本剰余金が12,343,595千円

となっております。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自　平成21年12月１日　至　平成22年８月31日）

　単一セグメント（医薬品事業）のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

 

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自　平成21年12月１日　至　平成22年８月31日）

在外子会社等がないため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自　平成21年12月１日　至　平成22年８月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

　

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年12月1日　至　平成23年８月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自　平成23年６月1日　至　平成23年８月31日）

当社及び連結子会社は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　

　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年３月21日）を適用しております。

　

（金融商品関係）

　　　　当第３四半期連結会計期間末（平成23年８月31日）

　以下の科目が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて

著しい変動が認められます。

科目
四半期連結

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1)短期借入金 4,880,000 4,880,000 －

(2)長期借入金（１年以内返済予定を含む） 9,135,984 9,144,398 8,414

（注）金融商品の時価の算定方法

(1) 短期借入金

　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

(2) 長期借入金

　この時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値

により算出しています。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年８月31日）

前連結会計年度末
（平成22年11月30日）

１株当たり純資産額 1,092.38円 １株当たり純資産額 805.62円

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結会計期間末

（平成23年８月31日）　

前連結会計年度末

（平成22年11月30日）　

　１株当たり純資産額 　 　

　純資産の部の合計額（千円）　 43,288,233　 26,099,542　

　純資産の部の合計額に加算する金額（千円） 860,169　 －　

（うち従持信託が保有する自己株式の金額）（千円） (860,169)　 －　

　普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額（千円） 44,148,402　 26,099,542　

　１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末（期

末）の普通株式の数（株）
40,414,692　 32,396,986　

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた当第３四半期連結会計期間末の普通株式の数には、従持信託が保有する

自己株式が389,100株含まれております。

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22年８月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 87.27円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
87.21円

１株当たり四半期純利益金額 69.94円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
69.93円

（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年12月１日
至　平成22年８月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年12月１日
至　平成23年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 2,732,220 2,651,493

普通株主に帰属しない金額（千円） －　 －　

普通株式に係る四半期純利益（千円） 2,732,220 2,651,493

期中平均株式数（株） 31,306,783 37,910,972

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 21,928 3,941

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）当第３四半期連結累計期間の普通株式の期中平均株式数には従持信託が保有する自己株式が含まれております。
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 27.20円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
27.18円

１株当たり四半期純利益金額 24.46円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、当第３四半期連結会計期間において潜在株式が

存在しないため記載しておりません。　

　

（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 870,292 988,481

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 870,292 988,481

期中平均株式数（株） 31,995,857 40,414,692

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 －

四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 22,523

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－

 （注） 当第３四半期連結会計期間の普通株式の期中平均株式数には従持信託が保有する自己株式が含まれております。

　

（重要な後発事象）

（連結子会社との合併効力発生日の延期）

　平成23年７月12日開催の取締役会において、当社の100％子会社である日医工ファーマ株式会社を吸収合併するこ

とを決議しておりましたが、本合併の効力発生日を下記のとおり２ヶ月延期し平成24年６月１日とすることを平成

23年９月20日開催の取締役会において決議しております。

　

１．合併の効力発生日の変更

　変更前 変更後

　平成24年４月１日（予定） 　平成24年６月１日（予定）

　

２．変更の理由

　　平成24年４月に予定される薬価改正、診療報酬改定に向け安定供給体制の一層の充実を図るため、合併の効力発

生日を当社の第３四半期会計期間開始日である平成24年６月１日にすることとしております。

　

３．合併の日程

　　合併契約書変更承認取締役会　　平成23年９月20日

　変更に係る合意書の締結　　　　平成23年９月20日

　合併効力発生日　　　　　　　　平成24年６月１日（予定）

　

EDINET提出書類

日医工株式会社(E00963)

四半期報告書

33/37



２【その他】

平成23年７月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 (1) 中間配当による配当金の総額　　646,635千円

 (2) １株当たりの金額　　　　　　　16円00銭

 (3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日　平成23年８月12日

　(注) 平成23年５月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行いました。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年10月14日

日医工株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　孝　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山川　勝　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 膳亀　聡　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日医工株式会社の平

成21年12月１日から平成22年11月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年12月１日から平成22年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日医工株式会社及び連結子会社の平成22年８月31日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年10月14日

日医工株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　孝　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山川　勝　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 膳亀　聡　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日医工株式会社の平

成22年12月１日から平成23年11月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年６月１日から平成23年８

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年12月１日から平成23年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日医工株式会社及び連結子会社の平成23年８月31日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報　

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は、従来、得意先に対する

販売促進費を販売費及び一般管理費として計上していたが、その一部について、当第３四半期連結会計期間より売上高の控

除項目として処理する方法に変更している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

　以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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